
  

 
平成29年6月7日 

各 位 

アークランドサービスホールディングス株式会社 

代表取締役社長  臼井  健一郎 

（コード番号 3085 東証第１部） 

問合せ先  常務取締役管理本部長 玉 木  芳 春 

（TEL. 03-5217-1531） 

 

 

株式分割、定款の一部変更、配当予想の修正（増配） 

及び株主優待制度の変更に関するお知らせ 

 

当社は、本日開催の取締役会において、株式分割、定款の一部変更、配当予想の修正及び 

株主優待制度の変更について決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

 

記 

 

１．株式分割 

(1)株式分割の目的 

   当社株式の投資単位当たりの金額の引き下げにより、投資家の皆様により一層投資しやす

い環境を整えることで、当社株式の流動性の向上及び投資家層の拡大を図ることを目的とし

ております。 

 

(2)株式分割の概要 

①分割の方法 

   平成 29年６月 30日（金曜日）を基準日として、同日最終の株主名簿に記載または記録さ

れた株主様の所有する普通株式を、１株につき２株の割合をもって分割いたします。 

 

②分割により増加する株式数 

  ・株式分割前の発行済株式総数    16,548,000株 

   ・今回の分割により増加する株式数  16,548,000株 

   ・株式分割後の発行済株式総数    33,096,000株 

   ・株式分割前の発行可能株式総数    49,200,000株  

   ・株式分割後の発行可能株式総数   98,400,000株 

 

③株式分割の日程 

   ・基準日公告日        平成29年６月15日（木曜日） 

   ・基準日           平成29年６月30日（金曜日） 

   ・効力発生日         平成29年７月１日（土曜日） 

   ・増加記録日         平成29年７月３日（月曜日） 

 

④資本金の額の変更 

   今回の株式分割に際し、当社の資本金の額の変更はありません。 



  

２．株式分割に伴う定款の一部変更 

(1)変更の理由 

今回の株式分割に伴い、会社法第184条第２項の規定に基づき、平成29年７月１日 

（土曜日）をもって当社定款の一部を変更いたします。 

 

(2)変更の内容 

株式分割の割合を勘案し、当社の発行可能株式総数を増加させるため、現行定款第６条を

変更いたします。 
 

現  行  定  款 変  更  後 

（発行可能株式総数） 

第６条 当会社の発行可能株式総数は、

49,200,000株とする。 

（発行可能株式総数） 

第６条 当会社の発行可能株式総数は、

98,400,000株とする。 

 

 

３．配当予想の修正 

  当社グループは、事業拡大によって得られた利益を株主の皆様へ還元するとともに、将来へ

の成長投資や戦略的な事業投資にバランスよく配分することで経営基盤の強化に取り組み、企

業価値の最大化を追求してまいりました。 

 その結果、当期におきましても、業績は堅調に推移しており、今後も継続的に利益を創出で

きる見通しとなっております。 

  上記の背景並びに、通期業績予想及び財務状況等を総合的に勘案し、当期の第２四半期末配

当予想及び期末配当予想をそれぞれ１株当たり３円50銭の増配の16円に修正することといた

します。これにより第２四半期末配当と合わせた年間の配当金は１株当たり32円となり、前期

と比べて7円の増配となります。 

  
 １株当たり年間配当金 

第２四半期末 期末 合計 

前 回 予 想 

(平成29年２月10日発表) 
12円50銭 12円50銭 25円00銭 

今 回 修 正 予 想 

（ 株 式 分 割 前 換 算 ） 

16円00銭 

（16円00銭） 

 8円00銭 

（16円00銭） 

24円00銭 

（32円00銭） 

前 期 実 績 

（ 平 成 2 8 年 1 2 月 期 ） 
12円50銭 12円50銭 25円00銭 

当社は平成29年６月30日を基準日として、株式１株につき２株の割合をもって分割することを決定

いたしました。これに伴い、平成29年12月期末の１株当たり配当金は、16円から２分の１の８円とい

たします。 

なお、分割効力発生日が平成29年７月１日であるため、第２四半期末の配当予想の修正には影響あ

りません。 

 

 

４．株主優待制度の変更 

(1)株主優待制度の変更の理由 

   当社は、平成 29年６月 30日（金曜日）を基準日として、同日最終の株主名簿に記載また

は記録された株主様の所有する普通株式を、１株につき２株の割合をもって分割することを

決定いたしました。それに伴い、保有株式数に応じた株主様ご優待券の贈呈区分及び金額を

変更しております。 

 

(2)実施時期 

変更後の株主優待制度は、平成 29 年 12 月末日現在の株主名簿に記載または記録された、

当社株式１単元（100 株）以上ご所有の株主様からが対象となります。 

なお、平成 29年６月 30日現在の株主様を対象とした株主優待に関しましては、従来通り

の現行の制度に従って「株主様ご優待券」を贈呈させていただきます。 

 



  

(3)実施内容 

株式分割後は、以下の区分に変更いたします。 

  

（変更前） 

基準日 ６月末日 12 月末日 

贈呈時期 ９月中旬頃 ３月下旬頃 

所有株式数 

100 株以上 1,000 株未満 
お食事券 02,200 円分 

(550 円券 ４枚) 

お食事券 02,200 円分 

(550 円券 ４枚) 

1,000 株以上 
お食事券 11,000 円分 

(550 円券 20 枚) 

お食事券 11,000 円分 

(550 円券 20 枚) 

  

（変更後） 

基準日 ６月末日 12 月末日 

贈呈時期 ９月中旬頃 ３月下旬頃 

所有株式数 

100 株以上 200 株未満 
お食事券 01,100 円分 

(550 円券 ２枚) 

お食事券 01,100 円分 

(550 円券 ２枚) 

200 株以上 1,000 株未満 
お食事券 02,200 円分 

(550 円券 ４枚) 

お食事券 02,200 円分 

(550 円券 ４枚) 

1,000 株以上 
お食事券 11,000 円分 

(550 円券 20 枚) 

お食事券 11,000 円分 

(550 円券 20 枚) 

 

以上 


